
廃
棄
物
処
理
／
３
Ｒ

　
循
環
型
社
会
の
構
築
に
向
け
た
取
り
組
み
が
活
発
化
し
、
廃
棄
物
の
発
生
抑
制
や
再
生
利
用
が
進
ん
で
い
る
。

廃
棄
物
の
発
生
量
は
お
お
む
ね
減
少
傾
向
だ
。
こ
う
し
た
中
、
多
く
の
ゴ
ミ
処
理
施
設
が
設
置
後

年
以
上
の
更

新
期
を
迎
え
て
い
る
。
国
は
そ
の
機
会
を
捉
え
、
施
設
の
防
災
拠
点
と
し
て
の
機
能
強
化
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
効
率

利
用
化
を
進
め
る
方
針
だ
。
一
方
、
食
品
や
家
電
な
ど
の
各
種
リ
サ
イ
ク
ル
法
に
つ
い
て
は
見
直
し
に
関
す
る
議

論
が
進
展
。
よ
り
高
度
な
リ
サ
イ
ク
ル
の
実
施
に
向
け
新
た
な
対
策
に
取
り
組
む
。

各種リサイクル法の見直し議論も大詰めに

高度リサイクルへ環境整備
ゴ
ミ
焼
却
施
設
防
災
拠
点
に

負
担
軽
減
に
向
け
法
の
見
直
し
議
論

ゴミ焼却施設は防災拠点としての機能を強化

（ ） 　　 （第２部） ２０１４年 平成２６年 ７月２９日 火曜日 　　

発
生
報
告
を
簡
素
化

　
政
府
は
現
在
、
食
品
リ
サ

イ
ク
ル
法
、
家
電
リ
サ
イ
ク

ル
法
、
容
器
包
装
リ
サ
イ
ク

ル
法
の
見
直
し
に
つ
い
て
議

論
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
う

ち
、
食
品
リ
サ
イ
ク
ル
法
と

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
は
見
直

し
の
方
向
性
を
固
め
た
。
両

法
と
も
法
改
正
は
行
わ
な

い
。
容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル

法
は
論
点
整
理
を
行
い
、
議

論
を
継
続
し
て
い
る
。

　
食
品
リ
サ
イ
ク
ル
法
は
食

品
廃
棄
物
の
再
生
利
用
の
向

上
を
目
指
し
、
再
生
利
用
な

ど
の
実
施
率
を
食
品
製
造
業

は

％
、
外
食
産
業
は

％

な
ど
と
定
め
て
き
た
。
食
品

製
造
業
は
目
標
を
早
々
達
成

す
る
一
方
、
食
品
流
通
の
川

下
で
あ
る
外
食
産
業
は
廃
棄

物
の
分
別
が
困
難
な
ど
か

ら
、
再
生
利
用
な
ど
の
実
施

率
が
目
標
に
届
い
て
い
な

い
。
こ
の
た
め
算
出
方
法
や

基
準
年
な
ど
を
見
直
す
。

　
ま
た
、
食
品
廃
棄
物
の
発

生
抑
制
や
再
生
利
用
を
進
め

る
た
め
、
事
業
者
が
廃
棄
物

の
発
生
状
況
を
報
告
す
る
定

期
報
告
制
度
を
変
更
す
る
。

こ
れ
ま
で
の
事
業
者
単
位
か

ら
都
道
府
県
別
の
デ
ー
タ
報

告
と
し
、
地
方
自
治
体
の
取

り
組
み
に
役
立
て
て
い
る
。

一
方
、
デ
ー
タ
報
告
の
内
容

は
簡
素
化
し
、
事
業
者
の
負

担
を
軽
減
す
る
方
針
だ
。

　
こ
の
ほ
か
、
自
治
体
が
定

め
る
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画

に
、
食
品
廃
棄
物
の
発
生
抑

制
を
位
置
付
け
て
取
り
組
ん

で
も
ら
う
よ
う
に
促
す
。

普
及
・
啓
発
活
動

　
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
で

は
、
大
き
な
論
点
に
挙
が
っ

て
い
た
リ
サ
イ
ク
ル
費
用
の

回
収
方
式
に
つ
い
て
は
結
論

が
出
ず
、
使
用
済
み
製
品
を

廃
棄
物
と
し
て
引
き
取
っ
て

も
ら
う
「
後
払
い
方
式
」
を

継
続
す
る
。
た
だ
、
国
は
今

後
も
諸
外
国
の
事
例
な
ど
の

情
報
収
集
に
努
め
、
内
容
を

検
討
し
て
い
く
方
針
だ
。
同

時
に
、
自
治
体
が
後
払
い
方

式
の
変
更
を
求
め
る
理
由
と

な
っ
て
い
た
不
法
投
棄
対
策

で
は
、
違
法
な
廃
棄
物
回
収

業
者
へ
の
対
応
強
化
や
、
成

果
を
上
げ
て
い
る
自
治
体
の

事
例
の
収
集
・
共
有
な
ど
を

取
り
組
む
。
ま
た
、
消
費
者

へ
の
普
及
・
啓
発
活
動
も
強

化
し
て
い
く
。

　
容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法

の
審
議
で
は
、
こ
れ
ま
で
関

係
団
体
、
事
業
者
な
ど
か
ら

ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
。
論
点

と
し
て
レ
ジ
袋
の
削
減
な
ど

の
リ
デ
ュ
ー
ス
対
策
推
進
、

事
業
者
や
地
方
自
治
体
の
役

割
分
担
や
店
頭
回
収
の
促
進

な
ど
を
含
め
た
分
別
収
集
・

選
別
保
管
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

製
容
器
包
装
の
再
商
品
化
な

ど
が
挙
が
っ
て
い
る
。

　
こ
の
う
ち
、
自
治
体
の
分

別
収
集
・
選
別
に
か
か
る
コ

ス
ト
負
担
を
ど
う
す
る
か
は

大
き
な
論
点
の
一
つ
。
消
費

者
へ
の
普
及
・
啓
発
な
ど
も

含
め
て
選
別
作
業
を
し
や
す

く
す
る
な
ど
コ
ス
ト
軽
減
策

を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

廃
棄
物
の
傾
向

　
廃
棄
物
は
大
き
く
一
般
廃

棄
物
と
産
業
廃
棄
物
の
二
つ

に
分
け
ら
れ
る
。
産
業
廃
棄

物
は
、
事
業
活
動
に
伴
っ
て

生
じ
た
廃
棄
物
の
う
ち
法
令

で
定
め
ら
れ
た

種
類
の
も

の
と
、
廃
棄
物
処
理
法
に
規

定
す
る
輸
入
さ
れ
た
廃
棄
物

を
指
す
。
一
般
廃
棄
物
は
産

業
廃
棄
物
以
外
の
も
の
で
、

家
庭
か
ら
発
生
す
る
家
庭
系

ゴ
ミ
と
オ
フ
ィ
ス
や
飲
食
店

か
ら
発
生
す
る
事
業
系
ゴ
ミ

な
ど
が
あ
る
。

　
２
０
１
２
年
度
の
ゴ
ミ
の

総
排
出
量
は
前
年
度
比
０
・

５
％
減
の
４
５
２
２
万

。

年
度
か
ら

年
度
ま
で
減

少
し
て
い
た
が

年
度
に
増

加
し
、

年
度
か
ら
再
び
減

少
に
転
じ
た
。
１
日
１
人
当

た
り
の
ゴ
ミ
排
出
量
は
９
６

３

年
度
よ
り
総
人
口

に
外
国
人
人
口
を
含
む

。

排
出
形
態
別
で
は
家
庭
系
ゴ

ミ
が
約

％
を
占
め
、
残
り

は
事
業
系
ゴ
ミ
な
ど
に
な

る
。

　

年
度
の
ゴ
ミ
の
総
処
理

量
は
４
２
６
２
万

。
そ
の

う
ち
焼
却
、
破
砕
・
選
別
な

ど
の
中
間
処
理
さ
れ
た
量
は

３
９
９
３
万

、
再
生
業
者

で
直
接
資
源
化
さ
れ
た
量
は

２
１
２
万

に
な
る
。
中
間

処
理
さ
れ
た
ゴ
ミ
の
う
ち
焼

却
さ
れ
た
量
は
３
３
９
９
万

と
総
処
理
量
の

・
８
％

を
占
め
る
。
焼
却
量
は

年

度
以
降
、
減
少
傾
向
が
続
い

て
い
る
。

更
新
期
迎
え
る

　
ゴ
ミ
の
焼
却
施
設
は
全
国

で
約
１
２
０
０
施
設
あ
る
。

こ
の
う
ち
設
置
か
ら

年
以

上
た
っ
た
施
設
が
４
割
以
上

を
占
め
、
更
新
期
を
迎
え
て

い
る
。
環
境
省
は
予
算
を
増

や
し
、
自
治
体
の
焼
却
施
設

の
整
備
を
支
援
し
て
い
る
。

　
そ
の
際
、
焼
却
施
設
の
防

災
機
能
の
強
化
と
エ
ネ
ル
ギ

ー
利
用
の
高
効
率
化
を
促
す

政
策
を
進
め
て
い
る
。

年

度
か
ら
両
方
の
要
件
を
満
た

す
焼
却
施
設
の
場
合
に
経
費

の
２
分
の
１
を
、
そ
れ
以
外

は
３
分
の
１
を
交
付
す
る
体

制
に
変
更
。
今
後
想
定
さ
れ

る
大
規
模
災
害
に
備
え
た
地

域
の
防
災
拠
点
と
し
て
活
用

で
き
る
よ
う
に
し
、
二
酸
化

炭
素

Ｃ
Ｏ
２

の
排
出
抑

制
に
つ
な
が
る
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
有
効
利
用
化
を
推
進
す
る

方
針
だ
。

　
経
費
の
２
分
の
１
の
交
付

を
受
け
る
に
は
、
環
境
省
が

年
３
月
に
定
め
た
「
災
害

廃
棄
物
対
策
指
針
」
を
踏
ま

え
、
自
治
体
が
地
域
の
災
害

廃
棄
物
処
理
計
画
を
策
定
し

て
災
害
廃
棄
物
を
受
け
入
れ

で
き
る
施
設
の
整
備
を
計
画

す
る
必
要
が
あ
る
。
同
施
設

に
は
耐
震
や
耐
水
、
津
波
な

ど
に
対
応
で
き
る
設
備
や
、

停
電
時
の
始
動
用
電
源
と
燃

料
保
管
設
備
な
ど
を
備
え
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
回
収
率

　
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
の
高
効

率
化
に
つ
い
て
は
、
ゴ
ミ
発

電
や
メ
タ
ン
回
収
、
熱
供
給

な
ど
で

・
５
％
相
当
以
上

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
回
収
率
を
実

現
す
る
施
設
が
対
象
。
ま

た
、
政
府
が
定
め
る
廃
棄
物

処
理
部
門
の
温
室
効
果
ガ
ス

排
出
抑
制
指
針
に
基
づ
き
、

施
設
ご
と
の
廃
棄
物
処
理
量

に
応
じ
た
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
に

適
合
す
る
こ
と
が
努
力
目
標

と
な
る
。
交
付
率
２
分
の
１

は

年
度
ま
で
の
時
限
措
置

と
す
る
予
定
だ
。

　
東
日
本
大
震
災
で
は
災
害

廃
棄
物
処
理
に
必
要
な
処
理

施
設
が
不
足
し
た
。
今
後
想

定
さ
れ
る
首
都
直
下
型
地
震

や
南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
向
け

施
設
の
整
備
が
課
題
に
挙
が

っ
て
い
る
。
防
災
機
能
の
強

化
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
の
高

効
率
化
に
よ
り
、
災
害
時
に

ゴ
ミ
焼
却
施
設
を
有
効
利
用

す
る
方
針
だ
。


